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定 県 第 64 号 議 案

     平成 27272727 年度神奈川県一般会計補正予算（第 1111 号）

（歳入歳出予算の補正）

  平成27年度神奈川県一般会計の補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

第 1 条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 190 億 343 万円を追加し、歳入歳出予

（継続費の補正）

第 1 条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 190 億 343 万円を追加し、歳入歳出予

 2   歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

  予算の金額は、「第 1 表  歳入歳出予算補正」による。

  算の総額を歳入歳出それぞれ 1 兆 9,685 億 1,343 万円とする。

第 2 条  継続費の追加は、「第 2 表  継続費追加」による。

（債務負担行為の補正）

第 3 条  債務負担行為の追加は、「第 3 表  債務負担行為追加」による。

（地方債の補正）

第 4 条  地方債の追加は、「第 4 表  地方債追加」による。

 2   地方債の変更は、「第 5 表  地方債変更」による。

平成27年 6 月18日 提出

第 4 条  地方債の追加は、「第 4 表  地方債追加」による。

神奈川県知事    黒    岩    祐    治
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第  表 歳入歳出予算補正1

歳 入

款 項 補正前の額 補 正 額 計

千円 千円 千円

1 県 税 1,205,728,698 4,441,845 1,210,170,543

2 事 業 税 211,794,887 4,441,845 216,236,732

6 分担金及び負担金 1,409,682 28,899 1,438,581

2 負 担 金 1,326,333 28,899 1,355,232

8 国 庫 支 出 金 169,411,372 2,858,858 172,270,230

1 国 庫 負 担 金 104,929,875 2,217,593 107,147,468

2 国 庫 補 助 金 57,620,417 636,516 58,256,933

3 委 託 金 6,861,080 4,749 6,865,829

9 財 産 収 入 8,356,232 123,318 8,479,550

1 財 産 運 用 収 入 1,886,628 5,958 1,892,586

2 財 産 売 払 収 入 6,469,604 117,360 6,586,964

10 寄 附 金 250,844 100,000 350,844

1 寄 附 金 250,844 100,000 350,844

11 繰 入 金 93,010,809 3,059,410 96,070,219

1 特 別 会 計 繰 入 金 398,753 265,629 664,382

2 基 金 繰 入 金 92,612,056 2,793,781 95,405,837

13 諸 収 入 24,970,039 201,100 25,171,139

7 負 担 交 付 収 入 4,818,676 199,600 5,018,276

9 受 講 料 収 入 87,779 1,500 89,279

14 県 債 230,367,000 8,190,000 238,557,000

1 県 債 230,367,000 8,190,000 238,557,000

歳 入 合 計 1,949,510,000 19,003,430 1,968,513,430
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歳 出

款 項 補正前の額 補 正 額 計

千円 千円 千円

2 総 務 費 291,732,540 936,743 292,669,283

1 政 策 費 10,974,528 936,743 11,911,271

3 県 民 費 12,783,837 8,591 12,792,428

4 国 際 交 流 費 1,103,715 8,591 1,112,306

4 環 境 費 14,074,102 628,246 14,702,348

2 環 境 保 全 対 策 費 831,606 213,000 1,044,606

3 自 然 保 護 費 5,013,790 415,246 5,429,036

5 民 生 費 380,482,150 5,662,578 386,144,728

1 社 会 福 祉 費 95,399,840 3,146,904 98,546,744

3 老 人 福 祉 費 155,218,511 2,515,674 157,734,185

6 衛 生 費 43,002,176 324,253 43,326,429

1 公 衆 衛 生 費 19,447,835 74,694 19,522,529

2 環 境 衛 生 費 387,367 111,802 499,169

4 医 薬 費 7,723,003 137,757 7,860,760

7 労 働 費 10,164,266 119,551 10,283,817

2 職 業 訓 練 費 2,125,854 119,551 2,245,405

8 農 林 水 産 業 費 10,144,638 694,882 10,839,520

1 農 業 費 1,153,745 134,610 1,288,355

3 農 地 費 1,882,959 153,100 2,036,059

4 林 業 費 4,061,637 238,672 4,300,309

5 水 産 業 費 2,615,148 168,500 2,783,648

9 商 工 費 15,003,449 318,805 15,322,254

1 商 工 総 務 費 3,795,272 170,764 3,966,036

3



款 項 補正前の額 補 正 額 計

千円 千円 千円

3 工 業 費 7,420,486 148,041 7,568,527

10 土 木 費 91,681,635 9,548,180 101,229,815

1 土 木 管 理 費 10,420,287 117,360 10,537,647

2 道 路 橋 り よ う 費 32,760,681 6,926,428 39,687,109

3 河 川 海 岸 費 14,088,172 1,613,745 15,701,917

4 砂 防 費 5,776,499 773,138 6,549,637

5 港 湾 費 1,198,528 56,749 1,255,277

7 都 市 計 画 費 11,574,324 31,000 11,605,324

9 住 宅 費 9,067,945 29,760 9,097,705

11 警 察 費 187,351,589 415,159 187,766,748

2 警 察 活 動 費 7,474,535 415,159 7,889,694

12 教 育 費 599,505,901 346,442 599,852,343

4 高 等 学 校 費 123,791,708 89,956 123,881,664

5 特 別 支 援 学 校 費 54,506,735 234,720 54,741,455

6 社 会 教 育 費 1,605,462 13,766 1,619,228

7 保 健 体 育 費 1,769,957 6,000 1,775,957

9 大 学 費 1,388,071 2,000 1,390,071

歳 出 合 計 1,949,510,000 19,003,430 1,968,513,430

4



年　割　額款 項 事　業　名 総　額 年度

　第 2 表　継続費追加

6 衛 生 費 4 医 薬 費
平 塚 看 護 専門 学校
改 修 工 事 設 計 費

年　割　額款 項 事　業　名 総　額 年度

32,000

28 7,000

27

39,000

千円 千円千円 千円千円 千円
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　第 3 表　債務負担行為追加

平成27年度から
平成32年度まで

407,230相模湖交流センター指定管理費

200,000

限　　度　　額期　　　間事　　　　　　項

平成27年度から
平成29年度まで

ラ グ ビ ー ワ ー ル ド カ ッ プ
２ ０ １ ９ 開 催 都 市 分 担 金

千円千円

150,000

150,000

県 西 地 域 活 性 化
プ ロ ジ ェ ク ト 推 進 費

平成32年度まで

新たな観光の核づくり事業費

平成27年度から
平成28年度まで

平成27年度から
平成28年度まで

平成27年度から
平成37年度まで

1,442,160
女 性 保 護 施 設 さ つ き 寮
指 定 管 理 費

平成27年度から
平成32年度まで

1,997,830神奈川近代文学館指定管理費

県 民 ホ ー ル 及 び 音 楽 堂
指 定 管 理 費

平成27年度から
平成32年度まで

6,995,000

803,000

1,230,542

産 業 廃 棄 物 最 終 処 分 場
施 設 整 備 費

平成27年度から
平成28年度まで

地 球 市 民 か な が わ プ ラ ザ
指 定 管 理 費

平成27年度から
平成32年度まで

平成27年度から
平成32年度まで

1,997,830神奈川近代文学館指定管理費

1,449,952

728,665

ライトセンター指定管理費
平成27年度から
平成32年度まで

聴 覚 障 害 者 福 祉 セ ン タ ー
指 定 管 理 費

平成27年度から
平成32年度まで

平成27年度から

1,885,326

愛名やまゆり園指定管理費
平成27年度から
平成37年度まで

2,633,994

134,483

厚 木 精 華 園 指 定 管 理 費
平成27年度から
平成37年度まで

平 塚 看 護 専 門 学 校
仮 校 舎 借 上 事 業 費

平成27年度から
平成29年度まで

134,483
仮 校 舎 借 上 事 業 費 平成29年度まで
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　第 4 表　地方債追加

起債の目的 限 度 額

かながわ農業アカ
デミー施設整備費

（農林水産業債）

産業廃棄物最終
処分場施設整備費

起債の方法

（環 境 債）
借 入 先　財務省、
　銀行又はその他

償還の方法利率

借入方法　債券発行
　（他の地方公共団

年5.0%以内｡
ただし、利
率見直し方
式で借り入

償還期間　据置期間
　を含め60年以内。
　ただし、財政の都
　合により償還年限
　を短縮し、繰り上

140,000

61,000

千円

デミー施設整備費

償還財源　一般歳入
　又はその他

　（他の地方公共団
　体との共同発行を
　含む。）又は普通
　貸借の方法による｡
　債券発行の場合に
　おける発行価格に
  ついては、知事が
  定める。

式で借り入
れる公的資
金について､
利率の見直
しを行つた
後において
は、当該見
直し後の利
率とする。

　を短縮し、繰り上
　げし、又は低利債
　に借り替えること
　ができる。

率とする。

借入時期　平成27年
　度。ただし、事業
　その他の都合によ
　り、その一部又は
　全部を翌年度に繰
　り延べ起債するこ
　とができる。

そ の 他　経済界そ
　の他の状況により
　長期債の借り入れ
　が適当でないと認
　めるときは、知事
　が適宜償還期間を
　定め、長期債を償
　還財源とする短期　還財源とする短期
　債をもつて一時本
　起債にかえること
　ができる。この場
　合長期債の借入時
　期は、短期債の償
　還終期まで延長す
　る。

合 計 201,000
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　第 5 表　地方債変更

補　　　　　正　　　　　前 補　　　　　正　　　　　後

 (環境債)

 (衛生債)

緑 地 保 全 等
事 業 費

公的医療機関
等 整 備 費

起債の目的

85,000

補　　　　　正　　　　　前

起債の方法

50,000

借入方法

210,000

75,000

補　　　　　正　　　　　後

限 度 額 限 度 額償還の方法

借入先
　財務省、
　銀行又は
　その他

借入方法

年
5.0%
以内｡
ただ
し、
利率

償還期間
　据置期間
　を含め60
　年以内。
　ただし、
　財政の都

起債の方法

借入先
　財務省、
　銀行又は
　その他

償還期間
　据置期間
　を含め60
　年以内。
　ただし、
　財政の都

利率 償還の方法

年
5.0%
以内｡
ただ
し、
利率

利率

千円 千円

 (土木債)

 (土木債)

 (農林水産業債)

等 整 備 費 借入方法
　債券発行
　（他の地
　方公共団
　体との共
　同発行を
　含む｡)又
　は普通貸
　借の方法

15,897,000

2,008,000

21,257,000

2,201,000

借入方法
　債券発行
　（他の地
　方公共団
　体との共
　同発行を
　含む｡)又
　は普通貸
　借の方法

利率
見直
し方
式で
借り
入れ
る公
的資
金に

　財政の都
　合により
　償還年限
　を短縮し､
　繰り上げ
　し、又は
　低利債に
　借り替え
　ることが

一 般 公 共
事 業 費

　財政の都
　合により
　償還年限
　を短縮し､
　繰り上げ
　し、又は
　低利債に
　借り替え
　ることが

利率
見直
し方
式で
借り
入れ
る公
的資
金に

一 般 公 共
事 業 費

 (土木債)

 (土木債)

 (警察債)

　借の方法
　による。
　債券発行
　の場合に
　おける発
　行価格に
　ついては､
　知事が定
　める。

地 方 道 路 等
整 備 事 業 費

3,576,000

　借の方法
　による。
　債券発行
　の場合に
　おける発
　行価格に
　ついては､
　知事が定
　める。

金に
つい
て、
利率
の見
直し
を行
つた
後に
おい

　ることが
　できる。

警 察 施 設

1,457,000

償還財源
　一般歳入
　又はその
　他

2,783,000

1,844,000

3,019,000

1,913,000

　ることが
　できる。

償還財源
　一般歳入
　又はその
　他

金に
つい
て、
利率
の見
直し
を行
つた
後に
おい

河 川 等
整 備 事 業 費

借入時期
　平成27年
　度。ただ
　し、事業
　その他の
　都合によ
　り、その
　一部又は

借入時期
　平成27年
　度。ただ
　し、事業
　その他の
　都合によ
　り、その
　一部又は

おい
ては､
当該
見直
し後
の利
率と
する｡

警 察 施 設
整 備 事 業 費

2,783,000 3,019,000 おい
ては､
当該
見直
し後
の利
率と
する｡

　一部又は
　全部を翌
　年度に繰
　り延べ起
　債するこ
　とができ
　る。

　一部又は
　全部を翌
　年度に繰
　り延べ起
　債するこ
　とができ
　る。

その他 その他その他
　経済界そ
　の他の状
　況により
　長期債の
　借り入れ
　が適当で
　ないと認
　めるとき
　は、知事

その他
　経済界そ
　の他の状
　況により
　長期債の
　借り入れ
　が適当で
　ないと認
　めるとき
　は、知事　は、知事

　が適宜償
　還期間を
　定め、長
　期債を償
　還財源と
　する短期
　債をもつ
　て一時本

　は、知事
　が適宜償
　還期間を
　定め、長
　期債を償
　還財源と
　する短期
　債をもつ
　て一時本
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起債の目的
補　　　　　正　　　　　前

限 度 額 起債の方法 利率 償還の方法 限 度 額 償還の方法

補　　　　　正　　　　　後

起債の方法 利率

　起債にか 　起債にか
千円 千円

　起債にか
　えること
　ができる｡
　この場合
　長期債の
　借入時期
　は、短期
　債の償還
　終期まで

　起債にか
　えること
　ができる｡
　この場合
　長期債の
　借入時期
　は、短期
　債の償還
　終期まで

合　　　計 230,367,000 238,557,000

　終期まで
　延長する｡

　終期まで
　延長する｡
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定 県 第 65 号 議 案

           平成 27272727 年度神奈川県中小企業資金会計

  平成27年度神奈川県中小企業資金会計の補正予算（第 1 号）は、次に定めるところに

よる。

           補正予算（第 1111 号）

第 1 条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ10億 5,365 万 6 千円を追加し、歳入歳

 2   歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

  出予算の総額を歳入歳出それぞれ36億 7,920 万 3 千円とする。

（歳入歳出予算の補正）

よる。

平成27年 6 月18日 提出

神奈川県知事    黒    岩    祐    治

  予算の金額は、「第 1 表  歳入歳出予算補正」による。
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第  表 歳入歳出予算補正1

歳 入

款 項 補正前の額 補 正 額 計

千円 千円 千円

1 中小企業資金収入 2,625,547 1,053,656 3,679,203

1 貸 付 金 収 入 1,545,235 336,896 1,882,131

5 繰 越 金 － 716,760 716,760

歳 入 合 計 2,625,547 1,053,656 3,679,203

歳 出

款 項 補正前の額 補 正 額 計

千円 千円 千円

1 中 小 企 業 資 金 2,625,547 1,053,656 3,679,203

4 繰 出 金 387,791 265,629 653,420

5 公 債 費 1,151,752 788,027 1,939,779

歳 出 合 計 2,625,547 1,053,656 3,679,203
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